
  

 
仙台市国民保護協議会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，仙台市国民保護協議会条例（平成18年仙台市条例第７号。以

下「条例」という。）第７条の規定に基づき，仙台市国民保護協議会（以下「国

民保護協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会議の招集） 

第２条 国民保護協議会の招集は，会長が会議開催の５日前まで開催日時，開催場

所及び議事事項を示して，委員に通知して行うものとする。ただし，急を要する

場合はこの限りでない。 

２ 委員は，病気その他の理由により会議に出席できないときは，あらかじめ会長

に届け出なければならない。この場合において，委員は，その代理者を出席させ

ることができる。 

（会長の職務代理） 

第３条 条例第３条の会長があらかじめ指名する委員は，助役とし，助役が会長の

職務を代理する順序は市長職務代理順序規則（平成１７年仙台市規則第４６号）

に定めるところによる。 

（会議録） 

第４条 国民保護協議会に関する次の事項は，会議録に記載しなければならない。 

 ⑴ 開催の日時及び場所 

 ⑵ 出席委員及び欠席委員の氏名 

 ⑶ 説明等のため出席した者の氏名 

 ⑷ 諸報告の大要 

 ⑸ 議事の大要 

 ⑹ その他会議において必要と認める事項 

（部会） 

第５条 国民保護協議会に置く部会の数，名称及び構成については，会長が国民保

護協議会にはかって定める。 

２ 部会の招集は，部会長が会長の承認を得て第２条第１項の例に準じて当該部会

に属する委員に通知して行うものとする。 

３ 関係部会は，前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは，

すみやかに報告書を議事録に添え会長に提出するものとする。 

４ 部会長は，調査審議のため必要があるときは，会長の承認を得て部会に属さな

い委員及び専門委員の出席を求めることができる。 

（幹事会議） 

第６条 会長は，国民保護協議会の運営について必要があるときは，幹事会議を開

催することができる。 
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２ 部会長は，部会の運営について必要がある時は，会長の承認を得て，関係の幹

事会議を開催することができる。 

３ 幹事会議の運営については，国民保護協議会の例に準ずるものとする。 

 

附 則 

この規程は，平成１８年５月２５日から施行する。 

 


